
【三宅町空き家相談窓口】 
（空き家バンク登録等に関すること） 

①バンクに関心がある方から面談等を行い 

 希望者から空き家コンシェルジュと連携 

 空き家バンク登録手続きを行う。 

【空き家コンシェルジュ】 
①の情報を三宅町と連携 

 空き家物件に関する様々な相談や情報及び空き家バンク登録等のとりまとめや物件の  

 成約等必要手続きの案内 

空き家 

所有者 
 

・面談 

・相談会（電話・メール） 

・現地簡易調査 

・専門家1次相談 
 

 

空き家 

バンク 

 
・空き家バンク登録 

・空き家コンシェルジュ内 

 の空き家バンクに掲載さ 

 れる 

 

 

利用者 
（空き家利用希望者） 

 
・空き家利用者相談 

・空き家バンク利用登録 

・現地内覧 
 

 

 

  

 

  

連携 

情報等の共有 

※ 成約等について 

交渉及び契約に関しては、空き家コンシェルジュを介して行

うため、三宅町は交渉及び契約には一切関与いたしません。 

  登録完了及び成約 

【空き家バンク概要】 

町内における空き家有効利用をとおし、定住促進や地域の活性化を図るため 

三宅町空き家バンクを設置します。業務については、NPO法人空き家コンシェ

ルジュへ委託し、運営いたしております。 

空き家バンク登録から成約までの流れ 


